
・確認後事業者に書面を送付します。

３

事例

※情報商材とはもうけ話や内職のノウハウなど
として販売される情報です。インターネットを
通じて販売されることが多く、PDFファイルを
ダウンロードしたりPDFファイルの入った
USB等を購入することで提供されます。

SNSなどで知り合った人に会いに行ったら、絶
対に利益が出ると言って高額な情報商材の契約
をさせられたなどのケースがあります。

入金額－実施施術料－解約金＝返金額
31万円－6万円－2万円＝23万円
返金額は23万円です。
※初期費用は返金されない場合があります。

ものなしマルチ
具体的な商品がなく、暗号資産や海外の事業・
不動産などへの投資、アフィリエイトなどで儲
かると勧誘されるが、仕組みがわからないこと
も多い。

後だしマルチ
事業者が、連鎖販売取引の適用から逃れるた
めに、勧誘時に、マルチ商法であることを伝え
ず、しばらく経過した後「人に紹介すれば利益
が得られる」と説明する手口。

インターネット回線を使って会話をする形式
も電話に該当するとされています。事業者が
URLを送った場合、「電話をかけ」に該当し
ます。

電話勧誘販売ー「オンライン会議で勧誘された」
SNSで投資で稼ぐ方法を教えますという広告が流れ
てきたのでメッセージを送ると、電話が来た。説明会
をオンライン会議で行うといわれURLが送られてき
て参加すると高額な投資マニュアルの契約をさせら
れた。

事例のようにインターネット回線を使って通話するもので
も、業者がURLを送った場合は電話勧誘販売に該当し、ク
ーリング・オフの規定が適用される場合があります。

事例 ：
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